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議題３ 最近の人権をめぐる動向

部落差別のない社会の実現に向けた取組について

１ 部落差別（同和問題）に係る現状

（１）部落差別（同和問題）に係る人権相談や人権侵犯事件の状況

○部落差別（同和問題）に関する人権侵犯事件（法務省）の全国状況では、平成30年以前は 100件
程度で推移していた年もあったが、令和４年は 433 件、令和５年は 448 件、令和６年は 499 件と
近年増加傾向。（高松法務局管内においては、平成 27 年以降事例はなかったが、令和２年以降発
生し、令和３年は８件、令和４年は 41件、令和５年は 20件、令和６年は９件発生）

最近５年間の法務省人権擁護機関における人権相談等の状況

最近５年間の県人権相談窓口での相談件数の状況

(令和)年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度※

部落差別(同和問題) 5 10 8 5 6 7

総  数 177 203 208 217 196 144

                                 ※７年度は２月末時点

（２）インターネット上の人権侵害の状況

①インターネット上の人権侵害事案

○令和６年中のインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件（法務省）は、1,707 件
となっており、前年から 117 件減少しているものの、引き続き高水準で推移。

インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件    （出典：法務省人権擁護局資料））

  

(令和)暦年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

人権相談
部落差別

(同和問題)

全 国 273 303 325 210 243

四 国 23 34 38 30 26

高松法務局 4 3 6 12 3

総 数 全 国 173,634 166,457 159,864 176,053 174,292

人権侵犯
事件

(新規救済
手 続 開 始
件数)

部落差別

(同和問題)

全 国 244 308 433 448 499

四 国 19 13 75 31 18

高松法務局 5 8 41 20 9

総 数 全 国 9,589 8,581 7,859 8,962 8,947

資料３

部落差別（同和問題）に対する理解と認識は深まりつつあるが、いまだに差別発言や差別投書な

どの差別事象が発生している。近年では、インターネット上で同和地区に関する識別情報を摘示

する事案への対応が課題となっている。
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②インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案

〇近年、インターネット上に特定の地域がいわゆる同和地区であると示す情報を流通させる悪

質な事案が発生。

〇本県においては、令和４年３月から県内複数地域を撮影した動画や画像が YouTube やＸ（旧

Twitter）等に投稿され、これまでに県内５市２町が対象となっている。なお、令和４年 11

月に Google は自社ポリシーに違反するとして、YouTube 上の一連の動画を全て削除したが、

投稿者は現在もインターネット上に掲載を続けている。令和４年９月以降は、類似の投稿が

YouTube 上で確認されている。（県内６市１町が対象）

○令和７年８月以降は、TikTok 上においても確認している。（県内６市が対象）

③最近の裁判例

〇「全国部落調査」復刻版出版事件の判決について（私生活の平穏（差別されない権利）に係る裁判例）

・被差別部落であったとする地名リストをウェブサイトに掲載し、書籍として販売すること

は、原告の差別されない権利等を侵害するとして、公表・販売の禁止と損害賠償を求めた

訴訟で、令和５年６月に東京高裁は、憲法 13 条及び 14 条 1 項の趣旨に鑑み、人間として

の尊厳を保ちつつ、平穏な生活を送る人格的な権利を侵害するとして、情報等の削除、販

売の差し止めと損害賠償を命じた。

・最高裁は、令和６年 12 月４日に原告・被告双方の上告を棄却。東京高裁判決が確定した。

※憲法 13 条（個人の尊重、生命・自由・幸福追求に対する権利）、憲法 14 条 1 項（法の下の平等）

〇関連事案での判決について

・被差別部落の地名や写真などをウェブサイトに掲載するのは、原告の差別されない権利を

侵害するとして、記事の削除を求めた訴訟で、令和７年 12 月にさいたま地裁は、差別を受

けることなく平穏な生活を送ることができる人格的な利益を侵害するとして、記事の削除、

一切の公表の禁止と損害賠償を命じた。

２ インターネット上の部落差別への対応

（１）国の主な取組み

①情報流通プラットフォーム対処法

〇「プロバイダ責任制限法」の一部改正（令和６年５月公布）により、法律の名称が「情報流通

プラットフォーム対処法」に改められ、令和７年４月１日施行された。
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〇同法では、大規模なプラットフォーム事業者を指定し、削除対応の迅速化と運用状況の透明化

を義務付けている。これまでに Google や LINE ヤフーなど９事業者を指定。
・情報流通プラットフォーム対処法に基づく指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者及び

同法第 21 条に基づき、総務省に届け出られた各社の削除申出窓口及び削除基準(一覧) ・・・別紙

〇なお、同法に基づき指定事業者が、本年５月までに公表する削除申出の受付件数や削除の実施

状況等を踏まえ、今後、国において実効性のある取組みの検討が行われる予定。

                  

②法務省人権擁護機関による相談・救済制度

〇法務局・地方法務局・支局では、人権侵犯事件調査処理規程（法務省訓令）に基づき、被害者
からの人権相談を受け、必要に応じて調査のうえ、事案に応じた援助、説示・勧告などの救済
措置を実施。

〇インターネット上での誹謗中傷やプライバシー侵害情報等については、人権侵犯事件と認定し
た場合に、被害者に対する削除方法等の説明やサイト運営者等に対する削除要請を実施。なお、
救済措置には強制力がなく、関係者の理解を得て自主的な改善を促すことが主な目的。

         

（２）本県の対応（令和７年度）

令和７年３月の本政策協議会においてご了承いただいた対応方針に基づき、次のとおり取り組んだ。

①インターネット上の侵害情報への主体的な対応

〇インターネット上の同和地区に関する侵害情報について、随時、Ｘや TikTok 等のサイト上か

ら削除申出を行った。また、高松法務局に対し、人権侵犯に該当するとして通報し、対応を要

請した。

○令和７年８月、Ｘ社に対して国の関連ガイドラインを遵守した対応をとるように求める要望書

を提出した。

〇令和７年 11 月、Google やＸ社など海外の大手事業者が会員となっている「ソーシャルメディ

ア利用環境整備機構」に対して、同様の要望書を提出した。

②「情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会※」との連携強化
  （※国内のインターネット関連団体等で組織する協議会で、削除の判断指針となる「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」

を策定している。）

〇令和７年７月、同協議会の役員を講師に招き、県及び市町職員を対象に「インターネットによ

る人権侵害への対応（情プラ法を中心に）」と題した講演会を開催した。

〇令和８年２月、４回目となる同協議会との意見交換会をオンラインで開催した。
令和７年５月、同協議会は同法を踏まえた「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の改正案を

公表し、プライバシー侵害となる例として、同和地区に関する識別情報の摘示をプライバシー侵害と

認めた裁判例を追記。

③国への要望等

○令和７年６月

・人権侵害による被害の救済を図るため、有効性のある人権救済に関する法律の早期制定を要望。

・情報流通プラットフォーム対処法については、指定事業者による義務の履行が確保されるよう、

必要な助言等を行うとともに、制度の周知・啓発と相談体制の充実・強化を要望。

・部落差別解消推進法に同和地区に関する識別情報を削除すべき侵害情報として法的に根拠付ける

ことを要望。

  ○令和７年９月（緊急要望）

・法の指定を受けた事業者の中には、国が定めた同法関連のガイドラインを遵守していない対応が

見受けられるため、事業者がガイドラインを遵守し、インターネット上の侵害情報に適切に対応

するよう、助言等を行うことを要望。

④同法の周知・啓発・相談

〇県ホームページに法制度の内容を掲載するとともに、啓発チラシを８月（16,000 枚）、12 月

（14,000 枚）それぞれ配布。

○国の専門相談機関である「違法・有害情報相談センター」の副センター長を講師として、市

町の担当者に同法を活用した相談対応等についての説明会を開催。

〇人権全般に関する相談窓口での対応。
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（３）情報流通プラットフォーム対処法の成果と課題

〇成果

同法施行前には削除されなかった投稿が、施行後には大幅に削除された。

・平成 15 年度から、香川県人権啓発推進会議（県・市町・各種団体で構成）において、県・市町

の担当者でインターネット差別事象監視班を組織し、部落差別（同和問題）に係る差別書込み

について、モニタリングを開始。

・不適切な書き込みを把握した場合には、各掲示板等の管理規定に基づき、事業者等への削除依

頼を行うほか、事案に応じて人権擁護機関である高松法務局へ通報。

香川県人権啓発推進会議(監視班)による事業者等への削除依頼の状況

注１ 令和７年度は、令和８年２月末までの件数である。

注２ 令和７年度の削除依頼 165 件には、法の施行を踏まえ、令和２～令和６年度に削除され

なかったものを再依頼した 140 件を含む。また、削除件数 93 件には、法施行前後で削除

されていることを確認した 92 件を含む。

注３ 表の件数とは別に、監視班からの依頼により、検索サイトの検索結果から 26 件が削除

(除外)された。

〇課題

国は権利侵害情報を例示した同法関連ガイドラインを整備しているが、指定事業者間で対応に差

が生じている。また、自治体からの削除要請に対しては、事業者における対応は任意であり、回答

も義務付けられていない。

⇒ こうした課題については、国においてさらなる規制強化を検討中。

３ インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示に係る自治体の対応例

  インターネット上の誹謗中傷等の防止や、被害者支援を目的に一部の自治体において条例が施行

されている。

（１）条例の制定状況（令和８年２月末）

  ○他府県における条例の制定状況（８府県）

・群馬県、鳥取県、愛知県、三重県、佐賀県、沖縄県、大阪府、兵庫県の８府県で制定。

・兵庫県、鳥取県においては、令和８年１月に新たな条例を施行（鳥取県は既存条例を改正）。

兵庫県「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」（令和７年

12 月公布、令和８年１月施行）

鳥取県「人権尊重の社会づくり条例」（平成８年８月施行、令和３年４月改正施行、令和８年１

月改正施行）

※なお、中国四国では、鳥取県以外に条例制定の動きはない。

  ○県内市町における条例の制定状況（２市）

・坂出市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例（令和６年 10 月施行）

・丸亀市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例（令和８年４月施行予定）

年度 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 合計

削除依頼 53 15 44 91 138 139 113 101 40 35 165 934

削除件数 10 2 7 66 69 11 37 25 3 11 93 334
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４ 県としての今後の対応案

（１）基本的な考え方

・情報流通プラットフォーム対処法の施行前には削除されなかった投稿が、施行後には大幅に削除さ

れており、同法の効果が一定出ている状況にある。

・兵庫県や鳥取県を含め、他府県条例での事業者への削除申出の規定は、情報流通プラットフォーム

対処法の施行により、同法に包含される結果となっている。

・また、国においては、県などの行政機関からの削除申出の法律上の取扱いをはじめ、さらなる規制

強化も検討されている。

・こうしたことから、引き続き、情報流通プラットフォーム対処法の枠組みを最大限活用し、部落差

別に関する侵害情報の削除に取り組むとともに、同法が適用されない事業者に対しては、インター

ネット関連団体が策定したガイドラインによる規制の強化を働きかける。

（２）今後の対応案

これまでの基本的な考え方に基づき、次の方向性に沿った対応を引き続き検討・実施する。

① 情報流通プラットフォーム対処法を最大限活用した主体的取組の推進

② 「情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会」との連携強化

③ 施行状況を踏まえた規律強化等に関する国への要望の実施

④ 次期「香川県総合計画」や「香川県人権教育・啓発に関する基本計画」への関連施策の位置

付けの明確化

⑤ 法の周知・啓発と相談対応

⑥ 国や事業者等の動向把握
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情報流通プラットフォーム対処法に基づく指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者 及び情報

流通プラットフォーム対処法第 21条に基づき届け出られた削除申出窓口及び削除基準（一覧）

別 紙


